
アスファルト復旧範囲

例）近接する復旧同士が5ｍ以下の場合

＜近接施工＞

※復旧部分に近接する部分にクラックや凹凸があり、振動、騒音等が懸念されると道路管理者が判

断する場合は、その範囲までを復旧範囲とする。

近接する復旧範囲が5ｍ以下の場合はつなげて本復旧
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